
  

 

一 

   貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 の た め の 体 制 の 整 備 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 案 要 綱 
一 総 則 的 事 項 

 １ 目 的 

   こ の 法 律 は 、 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 の た め の 体 制 の 整 備 等 の 推 進 に 関 し 、 基 本 と な る 事 項 を 定

め る こ と 等 に よ り 、 こ れ を 総 合 的 か つ 集 中 的 に 行 う こ と を 目 的 と す る こ と 。     （ 第 一 条 関 係 ） 

 ２ 基 本 理 念 

   貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 の た め の 体 制 の 整 備 等 の 推 進 は 、 物 資 の 流 通 が 国 民 生 活 及 び 経 済 活 動 の

基 盤 で あ り 、 そ の 中 核 的 な 役 割 を 果 た す 貨 物 自 動 車 運 送 が 将 来 に わ た っ て 輸 送 需 要 に 対 応 し た 適 正 な 輸

送 力 を 確 保 す る こ と の 重 要 性 に 鑑 み 、 貨 物 自 動 車 運 送 に 係 る 安 全 性 の 向 上 、 輸 送 効 率 の 向 上 及 び 事 業 の

用 に 供 す る 自 動 車 の 運 転 者 の 経 済 的 社 会 的 地 位 の 向 上 そ の 他 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 を 図 り 、 も っ

て 我 が 国 に お け る 持 続 可 能 な 物 資 の 流 通 の 確 保 及 び 国 民 経 済 の 健 全 な 発 展 に 寄 与 す る こ と を 旨 と し て 行

わ れ る も の と す る こ と 。                            （ 第 二 条 関 係 ） 

 ３ 国 の 責 務 



 

  

 

二 

   国 は 、 ２ の 基 本 理 念 に の っ と り 、 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 の た め の 体 制 の 整 備 等 の 推 進 に 関 す る

施 策 を 総 合 的 に 策 定 し 、 及 び 実 施 す る 責 務 を 有 す る こ と 。             （ 第 三 条 関 係 ） 

二 基 本 方 針 

  貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 の た め の 体 制 の 整 備 等 は 、 次 に 掲 げ る 基 本 方 針 に 基 づ き 、 推 進 さ れ る も の

と す る こ と 。 

 １ 体 制 の 整 備 

   次 に 掲 げ る 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 に 関 す る 業 務 を 一 の 独 立 行 政 法 人 に 行 わ せ る と と も に 、 当 該

業 務 が そ の 独 立 行 政 法 人 に よ り 適 切 か つ 効 率 的 に 実 施 さ れ る こ と と な る よ う 、 必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う

こ と 。 

  ① 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 及 び 特 定 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 許 可 の 更 新 に 関 す る 事 務 の 一 部 で あ っ て 、

独 立 行 政 法 人 に 行 わ せ る こ と が 適 当 な も の 

  ② 貨 物 自 動 車 運 送 に 係 る 安 全 性 の 向 上 、 輸 送 効 率 の 向 上 及 び 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車 の 運 転 者 の 経 済

的 社 会 的 地 位 の 向 上 そ の 他 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 並 び に こ れ ら を 通 じ た 将 来 に わ た る 貨 物 自 動



  

 

三 

車 運 送 に 係 る 輸 送 需 要 に 対 応 し た 適 正 な 輸 送 力 の 確 保 そ の 他 の 持 続 可 能 な 物 資 の 流 通 の 確 保 に 資 す る

取 組 へ の 支 援 に 関 す る 業 務 

 ２ 財 源 の 確 保 

   １ ① 及 び ② に 掲 げ る 業 務 の 費 用 に 係 る 財 源 の 確 保 に つ い て 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る こ と 。 

  ① 独 立 行 政 法 人 に １ ① に 掲 げ る 業 務 を 行 わ せ る た め に 必 要 な 費 用 は 、 国 庫 が 負 担 す る こ と と し 、 そ の

財 源 は 、 １ ① の 許 可 の 更 新 に 係 る 手 数 料 に よ る 収 入 そ の 他 の 収 入 を 活 用 し て 、 確 保 す る こ と 。 

  ② 独 立 行 政 法 人 に １ ② に 掲 げ る 業 務 を 行 わ せ る た め に 必 要 な 費 用 を 確 保 す る こ と が で き る よ う 、 そ の

財 源 に つ い て 、 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 と こ れ を 通 じ た 持 続 可 能 な 物 資 の 流 通 の 確 保 を 広 く 社 会

で 支 え る 観 点 か ら 幅 広 く 検 討 を 行 う こ と 。 

 ３ 収 支 の 明 確 化 

   １ ① 及 び ② に 掲 げ る 業 務 の 適 切 な 実 施 に 資 す る よ う 、 こ れ ら の 業 務 の 実 施 に 係 る 収 入 及 び 支 出 の 関 係

の 明 確 化 を 図 る こ と 。                             （ 第 四 条 関 係 ） 

三 法 制 上 の 措 置 等 



 

  

 

四 

  政 府 は 、 二 １ か ら ３ ま で に 掲 げ る 基 本 方 針 に 基 づ く 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 の た め の 体 制 の 整 備 等

の 推 進 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る た め 必 要 な 法 制 上 又 は 財 政 上 の 措 置 そ の 他 の 措 置 に つ い て 、 こ の 法 律 の 施

行 後 三 年 以 内 を 目 途 と し て 講 じ な け れ ば な ら な い こ と 。               （ 第 五 条 関 係 ） 

四 物 流 政 策 推 進 会 議 

 １ 政 府 は 、 三 の 措 置 を は じ め と す る 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 の 適 正 化 の た め の 体 制 の 整 備 等 の 推 進 に 関 す る

施 策 そ の 他 の 物 資 の 流 通 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 か つ 集 中 的 な 推 進 を 図 る た め 、 物 流 政 策 推 進 会 議 を 設 け

る も の と す る こ と 。                           （ 第 六 条 第 一 項 関 係 ） 

 ２ １ の 物 流 政 策 推 進 会 議 は 、 国 土 交 通 大 臣 、 経 済 産 業 大 臣 、 農 林 水 産 大 臣 、 厚 生 労 働 大 臣 そ の 他 の 関 係

す る 国 務 大 臣 及 び 公 正 取 引 委 員 会 委 員 長 を も っ て 構 成 す る こ と 。       （ 第 六 条 第 二 項 関 係 ） 

 ３ 国 土 交 通 省 、 経 済 産 業 省 、 農 林 水 産 省 、 厚 生 労 働 省 、 公 正 取 引 委 員 会 そ の 他 の 関 係 行 政 機 関 は 、 そ の

職 員 、 物 資 の 流 通 の 実 務 に 関 し て 十 分 な 知 識 と 経 験 を 有 す る 者 そ の 他 の 関 係 者 に よ っ て 構 成 す る 物 流 政

策 推 進 関 係 者 会 議 を 設 け 、 １ の 物 資 の 流 通 に 関 す る 施 策 に 係 る 連 絡 調 整 を 行 う も の と す る こ と 。 

                                      （ 第 六 条 第 三 項 関 係 ） 



  

 

五 

五 施 行 期 日 

  こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る こ と 。                     （ 附 則 関 係 ） 


